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東
京
電
力
（
以
後
、
東
電
）
に
よ
る
福
島
第
一
原
発
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
処
理
水
の
海
洋
放
出
に
つ
い
て
は
、
政
府
が
二
〇
二
一
年
四

月
に
方
針
を
決
定
し
、
実
施
の
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
太
平
洋
諸
島
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
専
門
家
パ
ネ
ル
（
以
後
、
Ｐ

Ｉ
Ｆ
専
門
家
パ
ネ
ル
）
や
近
隣
諸
国
（
韓
国
・
中
国
な
ど
）
か
ら
は
日
本
政
府
か
ら
提
供
さ
れ
る
デ
ー
タ
の
質
と
量
が
不
十
分

で
、
生
物
濃
縮
に
関
す
る
考
察
が
著
し
く
欠
け
て
い
る
な
ど
の
懸
念
が
表
明
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
政
府
の
見

解
を
以
下
、
質
問
す
る
。 

一 

今
年
二
月
及
び
四
月
、
合
計
三
度
に
わ
た
り
、
外
務
省
、
経
済
産
業
省
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｆ
と
会
談
を
実
施
。
ま
た
、
Ｐ
Ｉ
Ｆ
専

門
家
パ
ネ
ル
は
原
子
力
規
制
委
員
会
と
東
電
と
も
会
談
を
行
っ
た
と
聞
く
。
Ｐ
Ｉ
Ｆ
専
門
家
パ
ネ
ル
か
ら
は
、
生
物
濃
縮
に

関
す
る
影
響
評
価
の
欠
如
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
。
対
応
し
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
な
ぜ
か
。 

二 

Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
処
理
水
に
は
「
放
射
性
廃
棄
物
」
が
含
ま
れ
て
お
り
、
Ｐ
Ｉ
Ｆ
専
門
家
パ
ネ
ル
有
識
者
か
ら
は
「
廃
棄
物
そ
の

他
の
物
の
投
棄
に
よ
る
海
洋
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
条
約
」
（
以
後
、
ロ
ン
ド
ン
条
約
）
で
い
う
「
投
棄
」
で
あ
る
と
い
う

批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ン
ド
ン
条
約
第
三
条
で
「
投
棄
」
と
は
「
海
洋
に
お
い
て
廃
棄
物
そ
の
他
の
物
を
船
舶
、
航
空



 

２ 

 

機
又
は
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
そ
の
他
の
人
工
海
洋
構
築
物
か
ら
故
意
に
処
分
す
る
こ
と
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
東
電
に
よ

る
地
下
ト
ン
ネ
ル
か
ら
の
海
洋
放
出
は
、
「
そ
の
他
の
人
工
海
洋
構
築
物
か
ら
故
意
に
処
分
す
る
こ
と
」
で
は
な
い
の
か
。 

三 

ロ
ン
ド
ン
条
約
の
下
で
締
結
さ
れ
た
「
千
九
百
七
十
二
年
の
廃
棄
物
そ
の
他
の
物
の
投
棄
に
よ
る
海
洋
汚
染
の
防
止
に
関

す
る
条
約
の
千
九
百
九
十
六
年
の
議
定
書
」
（
以
後
、
ロ
ン
ド
ン
議
定
書
）
で
も
、
「
海
洋
環
境
を
保
護
し
、
及
び
保
全

し
、
並
び
に
人
の
活
動
を
管
理
す
る
た
め
、
投
棄
に
よ
る
海
洋
汚
染
を
防
止
し
、
低
減
し
、
及
び
実
行
可
能
な
場
合
に
は
除

去
す
る
更
な
る
国
際
的
行
動
が
遅
延
な
く
と
ら
れ
得
る
も
の
」
と
な
る
こ
と
を
目
的
に
、
第
一
条
４
・
１
で
「
投
棄
」
に
つ

い
て
は
ロ
ン
ド
ン
条
約
と
同
様
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
第
一
条
４
・
２
「
投
棄
」
の
除
外
規
定
で
も
、
「
人
工
海
洋

構
築
物
及
び
こ
れ
ら
の
も
の
の
設
備
の
通
常
の
運
用
に
付
随
し
、
又
は
こ
れ
に
伴
っ
て
生
ず
る
廃
棄
物
そ
の
他
の
物
を
海
洋

へ
処
分
す
る
こ
と
」
に
当
て
は
ま
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
通
常
の
運
用
」
と
は
違
い
、
事
故
に
伴
っ
て

特
別
に
構
築
さ
れ
た
設
備
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
放
射
性
物
質
を
拡
散
さ
せ
た
原
子
力
災
害
事
故
の
処
理
の
た
め
に
、

特
別
に
設
備
を
設
け
て
、
更
に
放
射
性
物
質
を
海
洋
に
拡
散
す
る
こ
と
は
、
ロ
ン
ド
ン
議
定
書
の
目
的
に
反
す
る
の
で
は
な

い
か
。
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

質
問
一
に
関
連
し
て
、
政
府
と
Ｐ
Ｉ
Ｆ
と
の
会
合
内
容
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
簡
略
に
報
告
さ
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れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。 

 
 

議
事
録
・
概
要
等
詳
細
を
公
表
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

五 

Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
の
「
環
境
等
へ
の
被
ば
く
防
護
に
関
す
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ガ
イ
ド
Ｎ
ｏ
．
Ｇ
Ｓ
Ｇ

８
」
（
以
後
、
Ｇ
Ｓ
Ｇ

８
）
に
よ
れ
ば
、
放
射
性
物
質
拡
散
値
等
が
最
低
限
度
で
あ
っ
て
、
か
つ
弊
害
を
上
回
る
利
益
が
個
人
や
社
会
に
あ
っ
た
場

合
の
み
、
海
洋
放
出
が
正
当
化
さ
れ
る
も
の
と
理
解
す
る
。
政
府
は
、
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
処
理
水
の
海
洋
放
出
に
よ
る
利
益
に
は
ど

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
か
。 

六 

Ｇ
Ｓ
Ｇ

８
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
他
の
「
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
安
全

基
準
シ
リ
ー
ズ
」
は
翻
訳
・
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
Ｇ
Ｓ
Ｇ

８
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
ま
た
、
翻
訳
さ
れ

て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
な
ぜ
か
。 

七 

Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
は
、
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
処
理
水
の
海
洋
放
出
に
あ
た
っ
て
Ｇ
Ｓ
Ｇ

８
で
定
め
た
「
正
当
化
」
の
考

え
方
は
検
討
し
な
い
と
聞
く
が
、
Ｐ
Ｉ
Ｆ
専
門
家
パ
ネ
ル
は
、
Ｇ
Ｓ
Ｇ

８
全
体
を
準
拠
す
べ
き
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
原

子
力
規
制
委
員
会
は
、
国
際
的
な
慣
行
に
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
Ｇ
Ｓ
Ｇ

８
を
準
拠
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

八 

Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
処
理
水
の
海
洋
放
出
の
代
替
案
と
し
て
、
セ
メ
ン
ト
化
に
よ
る
活
用
や
モ
ル
タ
ル
固
化
に
よ
る
陸
上
保
管
案
が
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Ｐ
Ｉ
Ｆ
専
門
家
パ
ネ
ル
や
国
内
識
者
か
ら
提
案
さ
れ
て
き
た
。
モ
ル
タ
ル
固
化
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
省
が
コ
ス
ト
面
等

か
ら
選
択
し
な
い
検
討
を
行
っ
た
が
、
セ
メ
ン
ト
化
に
よ
る
活
用
案
は
検
討
さ
れ
た
こ
と
は
あ
る
の
か
。
検
討
さ
れ
た
の
で

あ
れ
ば
、
い
つ
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


